
　固定資産税は、毎年１月１日現在の土地・家屋・償却資産

の所有者に課税される税金で、次の場合は、必ず届出をして

ください。

○建物を新築・増築したとき
　　住宅などを新築・増築し、平成２８年１月１日までに完

　成した場合は、平成２８年度の固定資産税の対象となるた

　め、届出をお願いします。

○建物を取り壊したとき
　　平成２７年１２月３１日までに建物の一部または全部を

　取り壊した場合は、平成２８年１月３１日までに届出をお

　願いします。取り壊した建物については、平成２８年度か

　ら固定資産税の対象外となりますが、届出がないと対象と

　なることがあります。

　　　　問合せ　税務課 固定資産税担当 　８２－１２２４
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　「相続税の申告要否判定コーナー」は、法定相続人の数や個別の財産・債務の価額等を入力することに

より、基礎控除額などを自動で計算し、相続税の申告要否のおおよその判定を行うものです。

　　　　東秩父村税等休日納付窓口の開設
　
　東秩父村税等の休日納付窓口を開設しますので、平日の納付が困難な方や納税について相談がある方等は
お気軽にご利用ください。

　　　　　日　時　１２月１２日（土）・１３日（日）午前９時～午後３時
　　　　　場　所　東秩父村役場 税務課内
　　　　　問合せ　税務課 　８２－１２２４

秩父税務署からのお知らせ

 相続税の課税対象となる方の範囲が拡大されました!

 　　平成27年１月１日以降に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税については、

 　基礎控除額が引き下げられ、課税対象となる方の範囲が拡大されました。

基礎控除額：３,０００万円 ＋（６００万円 × 法定相続人の数）

相続税の申告要否を判定するには、国税庁ホームページの

 「相続税の申告要否判定コーナー」をご利用ください！！
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